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はじめに 

 

この度は、株式会社ト－ケミ製「ギヤ－減速形水中攪拌機」を御採用いただきまして誠に  

有難うございます。  

この取扱説明書は攪拌機をいつまでも支障なく、御使用いただくために据え付け、保守点検及

び分解、組み立てにつきまして記載しております。  

据付、ご使用前にご一読の上で運転操作、機器の取り扱いを頂きます様、  

お願い申し上げます。  

取扱説明書に記載されている事項に従わないで発生した事故、故障に対して弊社は 

一切の責任は負えません。 

本取扱説明書では人身事故につながる可能性が想定される事項は《警告》 とし、 

事故の起きうる危険性または機器の損傷や性能への影響が考えられ、運転上、重大な支障が生

じる様な事項を《注意》 として記載しております。 

 ※本機器製品の保証期間は、納入後一年間とさせて頂きます。 

 

 本取扱説明書は実際にご使用になるお客様のお手元に大切に保存頂き、  

 活用されます様、宜しくお願い申し上げます。  

 

 

                 《警告》  

   機器に異常が生じた場合、電源をすぐ切って下さい。 

         運転中に異常音、異常振動及び異常な運転停止等が生じた場合は 

         すぐに電源を切り、完全に、停止表示等の対処を行なった上で 

         原因を調べて下さい。 
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1. 攪 拌 機 の 概 要  

    減速形水中攪拌機は表記の通り、上向、下向、横向、対流型の各機種があります。  

    攪拌機本体内に有するモ－タ－出力をギヤ－により、モ－タ－回転を減速し、プロペラに  

    伝達する事によりゆるやかな吐出流を発生させて、ドラフトチュ－ブにより更に整流して  

    吐出流をより遠くまで到達させ､攪拌効果を上げます。  

    高濃度スラリ－含有液の沈降防止等の操作に特に優れた攪拌効果を発揮します。  

    又、羽根形状は、異物の付着、からみつきを最小限に抑える点を考慮した設計製作して  

    おり、材質もＳＵＳ材を主体に採用し、液質に応じて対応しております。  

    据付方法は、水中ポンプ同様に槽内に設置し運転致します。  

１）標準機種は攪拌液の温度を４０℃以下といたします。液体の温度が高い場合は高温仕様の  

機種がありますので採用願います。  

２）槽内の水深を１０ｍまでと致します。  

    これを越えて使用する場合は、メカニカルシ－ルを対応できる形式に変更製作いたします。 

３）減速方式は、ギヤ－減速方式を採用し、モ－タ－に無理を与えることなく運転できる  

    構造を有しております。ギヤ－潤滑油はグリ－スを採用しております。  

４）軸封方式はダブルメカニカルシ－ル（イ－グル社製）を採用し、材質は基本的に  

    Ｓｉｃ材を採用しており、耐摩耗性、耐蝕性を充分考慮しております。  

５）プロペラ形状は３枚特殊プロペラを採用し効率よく設計製作され、異物の付着を最小限に  

    押さえる形状を有しております｡ 

６）ドラフトチュ－ブは、ジェット噴流を整流し、強力な噴射流を発生させるとともに  

    作業の安全性を確保しております。  

７）電源キャップタイヤケ－ブルは槽形状に応じて長さを調整し製作しており、  

    ケ－ブル保護を目的として、特殊ホ－スをケ－ブルカバ－として装着しております。  

８）メカニカルシ－ルケ－シング内には、常時タ－ビン油（特殊な場合はパラフィン油）が  

    封入されております。これはメカニカルシ－ルの潤滑を行なうとともに、液体、異物が  

    攪拌機本体内に侵入するのを防止しております。  

    但し、機器内のオイルは絶対に機器外部に漏洩はいたしませんので、槽内の液体が汚染  

    されることはありません。  

９）各部の名称、目的は図面を参照ねがいます。  

     

2. 据 え 付 け 方 法 

    設置前に梱包を開梱されましたら機器本体、ケ－ブル、ホ－ス等に傷のないことを確認  

    願います。  

１）設置にあたりましては､本機に必要な電気容量を確保し、ご使用願います。  電圧の  

    低下がありますと、消費電流が増加し、モ－タ－に悪影響をあたえ､モ－タ－焼損の  

    要因となる事が有ります。  

２）本機を設置する槽内の最高液温は、モ－タ－絶縁にて下記の通りです。  

    Ｅ種絶縁モ－タ－仕様     MAX 40℃         H 種絶縁モ－タ－仕様     MAX 80℃  
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３）本機を槽内に設置する前に、回転方向を確認願います。  

    回転方向は機器のドラフトチュ－ブに銘板が取り付けてありますので、確認の上  

    指示通りの回転方向に結線、接続願います。  

    地上にての運転許容時間は約２分以内にてお願いします。（空転許容時間）  

   （長時間の運転は、冷却不足によるモ－タ－の焼損の原因となります。）  

   ※回転羽根部の接触による事故には十分配慮して安全に作業をしてください。  

４）本機は漏電検知機、温度センサ－は内蔵しておりませんので、電気操作盤内に漏電  

    ブレ－カ－を設置願います。  

    電流計及びサ－マルリレ－の設定は、機器の電気容量に適合したものを選定、  

    設置願います。  

５）攪拌機の槽内外の出し入れは、必ず吊ロ－プ又は吊チェ－ンを使用して、保護ホ－ス  

    にての操作は絶対に行なわないで下さい。電気的な故障の要因となります。  

６）攪拌機を宙吊りの状態にて運転いたしますと攪拌機自体が回転し、巻き付き等の  

    事故要因となりますので、接地、又はガイドポール等に固定して下さい。  

７）据え付け後吊りチェ－ン・ケ－ブル等は若干緩めた状態で固定して下さい。  

    特に、機機周辺部においてケーブルに余分な弛みが有りますと、羽根に巻込まれ、  

    接触破損・巻き付き等により機器の破損の要因となる場合があります。  

    十分な注意と配慮をお願い致します。  

８）据え付け後、運転して大きな振動、異音が発生する場合がありますが、この場合は  

    回転方向が、逆方向となっている場合があります。回転方向の確認と変更願います。  

９）本攪拌機のモ－タ－冷却は、攪拌液にて行なっております。  

    運転中の攪拌機本体は、必ず本体高さより３００ｍｍ以上液に没した状態にて運転できる  

    水位を維持願います。  

    本体が液中に無い場合は、モ－タ－の発熱が冷却出来ず焼損の要因となります。  

 

《注意》  

２－１）据え付け作業時の注意点  (荷降ろし作業も含む) 

１）機器の吊り上げ時に、吊り上げられた機器の下に絶対入らない様にして下さい。  

    吊り上げ、運搬時には急激な作業をしないで、ゆっくり行なって下さい。 

２）据え付け作業時の吊り上げは、所定の吊ベルトを適正な箇所に均等になるように  

    巻き付け、吊り上げて下さい。 

    据え付け作業は責任者の指示にもとづき、十分に安全を確認して、確実な作業を  

    行なって下さい。 

３）攪拌機は重量物ですから、据え付け、運搬には特に注意をし、重量に対応した作業を  

    お願い致します。 

４）木枠梱包を吊り上げる時は、梱包底部に吊りベルトを掛けて均等に吊り上げられる  

    様に行ない、吊りベルトを木枠上部の板部に絶対に掛けて吊らないで下さい。  

    特に吊り上げ時の落下事故が生じない様に注意をお願い致します。 
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５）この攪拌機は槽内の水中に設置されます。 

    据え付け方式は槽底部に床据置形ガイドポ－ル昇降固定形の２方式があり、 

    重量物のため、落下事故が発生しないように十分配慮して下さい。 

６）機器を吊り上げた状態で吊り位置が均等に吊れて、攪拌機がほぼ水平を保つ位置に  

    吊り上げチェ－ン又はワイヤ－の取付け位置を調整して下さい。 

    特にガイドポ－ル方式の場合は吊りチェ－ン及びワイヤ－が垂直線上に固定できる  

    様に吊り上げ装置及び攪拌機本体位置を調整願います。 

    取付け位置が不適正の場合は、上降時にスム－スに移動せず支障が生じる恐れが  

    あります。 

７）電源ケ－ブルは保護ホ－スでカバ－されて装着してあります。 

    機器の吊り上げ、吊り下げ等の機器移動のためにロ－プの代りに利用することは、 

    ケ－ブルシ－ル部の故障の要因となるばかりでなく、機器内に液が浸水して 

    漏電事故につながる恐れがあり、上降作業の為にケ－ブルを使うことは、絶対に  

    行わない様、お願い致します。 

８）機器据え付け後、吊り上げチェ－ン及びワイヤ－と電源ケ－ブルは一緒に結束して  

    槽内に必要以外に弛ました状態はさけて、電源ケ－ブルに支障のない程度に 

    張った状態で固定して下さい。 

    ケ－ブルに余裕のある場合は切断して結線するか、槽外で完全に固定して下さい。 

   （ケ－ブル及びチェ－ン、ワイヤ－が回転中の羽根部に巻き付き、機器の損傷や  

        ケ－ブルの切断事故となります。) 

 

３． 各 形 式 の 概 要 

３－１）ギヤ－減速上向対流形水中攪拌機（ＴLＵ型）  

    本機は基本的に槽底部平坦な床面に据置タイプです。  

    噴射ジェット旋回流は上向方向に吐出され液面を経由して、槽壁面に沿って下向流となり  

    液循環流を発生させ、攪拌します。  

    据え付け方法は垂直に槽床面に吊り下げ、本体下部に装着された脚部スタンドにて  

    槽床面に固定します。  

    槽床面が傾斜または凸凹の激しい場所で本機が倒れる恐れがある場所は、避けて下さい。  

    また据え付け時に横にしたままで運転すると、移動する恐れがあり直接故障の要因とは  

    なりませんが、事故の原因となります。  

    据え付け後、約１０ｃｍくらい電源ケ－ブル、吊り上げチェ－ンを緩めて槽外にて  

    固定して、羽根部に接触したり巻き付きが発生する事がないよう配慮願います。  

 

３－２）ギヤ－減速下向対流形水中攪拌機（ＴＬＤ型）  

    本機は基本的に槽底部平坦な床面に据置タイプです。  

    噴射ジェット旋回流はドラフトチュ－ブに装着された整流板（脚部）により槽底部の堆積  

    するスラリ－を流速により巻き上げスラリ－の沈積を防止いたします。  

    据え付け方法は、垂直に槽床面に吊り下げドラフトチュ－ブに装着された整流板と共用の  
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    脚部にて床置据え付けします。  

    槽床面が傾斜または凸凹の激しい場所で本機が倒れる恐れがある場所は、避けて下さい。  

    尚、床面と本機との間にゴム板を緩衝材として敷くと振動等が避けられます。  

    その他は上向形と同様です。  

 ３－３）ギヤ－減速横向対流形水中攪拌機（ＴＬＳ型）  

    前記２機種と違いこの機種は据え付け方法が、攪拌目的に対応して色々と考えられます。  

    代表的な方法を下記に列記しますと、次の通りです。  

① ガイドポ－ル方式  

② 床置き方式 

③ 壁面据え付け方式 

①  ガイドポ－ル方式  

    ガイドポ－ル下部先端に、ポ－ル受け架台を取り付け槽床面にアンカ－ボルトにて固定  

    します。ガイドブラケットを槽スラブ天場にアンカ－ボルトにて固定し、取付け金具を  

    用いてガイドポ－ルを取り付け固定します。  

    攪拌機本体のスライド金物の可動ロ－ラ－ボルト２本を外し、ガイドポ－ルに挟み、  

    ロ－ラ－をボルトによりポ－ルに取り付けます。  

    ガイドポ－ル上に装着したチェ－ンブロック又は、ワイヤ－ウィンチのワイヤ－を 

    本体吊り上げ金具に取り付け、保持した後ガイドホルダ－に攪拌機本体を取り付け、  

    ピンを用いて接合し、任意の角度に角度調節ボルトナットで取り付け槽内に静かに  

    吊り下げます。 

    ガイドホルダ－と本体は、槽形状と攪拌目的により噴射角度を調節することができ、  

    又、据え付け位置を調節することにより、最良な攪拌効果を得ることが出来ます。 

    メンテナンス時に槽外部に搬出することも容易にでき、任意に垂直方向に移動が  

    出来るようになっております。 

    なお、槽形状により、運転中に発生する推進力により機器後方に向けてスラスト荷重が  

    生じますので、これを防止するサポ－トが必要な場合があります。 

    ※上記記事はガイドポール方式の一例であり上記以外の方式も有ります。 

②  床置き方式 

    槽底面の床に置き、設置する方式で費用も少なく簡単に据え付け設置できます。  

    メンテナンス用としては、周辺の状況により、吊り上げ装置を設置する場合も 

    ありますが、常時使用する事はありません。 

    槽底部面はできるだけ平坦な場所を選びます。 

    攪拌機は運転中に発生するジェット旋回流による推進力が攪拌機本体を後方に移動  

    させる恐れがあります。 

    １．ラング－ン形状の槽の場合は攪拌機架台の下にスパイク状の金具を設けて  

床面にくいこませて移動を防止します。 

    ２．槽中央部に設置する場合は移動防止固定金具を、槽面にアンカ－ボルトにて  

        取り付けてストッパ－として移動を防止します。 
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     ３．攪拌機本体に緩衝ゴムリングを装着し、ストッパ－として槽壁面にて羽根の  

         推進力による機器の後退を防止します。 

         この場合、機器の振動は緩衝ゴムリングにより吸収し、槽外には伝えません。  

     ４．その他、槽形状により特殊な方式 

③  槽壁面取付け方式 

    大型機種の場合はガイドポ－ル方式では費用がかさみ、ポ－ルの強度も要求されます。  

    特に深い槽の場合は有効ですが、据え付け時に位置調整が難しく、特殊な場合を除き  

    採用致しません。 

 

５．機 器 仕 様 

 

４－１）  性    能 

    ＴＬＵ  ギヤ－減速上向対流形    （回転数    237rpm / 50Hz    292rpm / 60Hz）  

 出   力  

  kW 

 羽根径  

  mm 

吐出流量  

min 

吐出流速  

 m／sec 

最大攪拌量  

    

 機器質量  

    Ｋｇ  

 TLU-007   0.75  φ350   15    2.4    50.0     60 

 TLU-015   1.5  φ400   23    2.8    90.0     80 

 TLU-022   2.2  φ520   27    2.9    150.0    105 

 TLU-037   3.7  φ600   32    3.1    200.0    140 

 

 

    ＴLＤ  ギヤ－減速下向対流形    （回転数    237rpm / 50Hz    292rpm / 60Hz） 

 出   力  

  kW 

 羽根径  

  mm 

吐出流量  

min 

吐出流速  

 m／sec 

最大攪拌量  

    

 機器質量  

    Ｋｇ  

 TLD-007   0.75  φ350   12    1.7    25.0     75 

 TLD-015   1.5  φ400   18    2.2    50.0    100 

 TLD-022   2.2  φ520   21    2.3    80.0    125 

 TLD-037   3.7  φ600   25    2.4   100.0    165 

 

 

    ＴLＳ  ギヤ－減速横向対流形    （回転数    237rpm / 50Hz    292rpm / 60Hz）  

 出   力  

  ｋW 

 羽根径  

  mm 

吐出流量  

min 

吐出流速  

 m／sec 

最大攪拌量  

    

 機器質量  

    Ｋｇ  

 TLS-007   0.75  φ350   15    2.4    50.0     60 

 TLS-015   1.5  φ400   23    2.8    90.0     85 

 TLS-022   2.2  φ520   27    2.9    150.0    110 

 TLS-037   3.7  φ600   32    3.1    200.0    145 
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４－２）  標  準  仕  様 

  攪     拌     液      液    温    度    ０   ～    ４０℃  

 機  器  主  要  材  質  

    （図面参照）  

羽  根  主  軸  ＳＵＳ  

ドラフトチュ－ブ  ＳＵＳ  

攪  拌  機  本  体  ＳＵＳ  

Ｏ－リング  ＮＢＲ  

キャップタイヤケ－ブル  ＶＣＴ  

メカニカルシ－ル  Ｓｉｃ＋ＳＵＳ 

  モ  －  タ  －   

電    圧    ／      相         Ｖ  ／   ３相  

極    数    ／  絶縁階級  ４   Ｐ   ／Ｅ種絶縁  

     名      称  ビルトインモ－タ－  

  潤   滑   油  

メカニカルシ－ル用  タ－ビン油   ＃３２  

減速部  （  ギヤ－部  ）  ｸﾞﾘｰｽ JIS K－2220 

  そ   の   他  保護ホ－ス（ケ－ブル）   

        以上、標準仕様の機器主要項目を表わします。  

    特殊な仕様にて製作した機器につきましては、添付致しました図面を参照して下さい。  

    尚、ご不審な点がありましたら、お手数でもお問い合わせ願います。 

    メカニカルシールは、イーグル社製  ＥＤ－５６０  Ａタイプです。 

    潤滑油は、汎用機器の場合タ－ビン油を採用しておりますが、発酵、食品等の場合は  

    その目的に対応できる材質の潤滑材を採用いたしております。 

    減速部の潤滑材は、特殊な場合を除きグリ－スＥＰ－Ｎｏ．２(各社同等品)を 

    封入しております｡ 

４－３）  モ － タ － 標 準 電 流 値  

項   目  

 

出力ｋＷ  

         定    格    電    流    値   

      ２００Ｖ  ２２０Ｖ       ４００Ｖ  ４４０Ｖ  

  Ｈｚ  ５０Ｈｚ       ６０Ｈｚ  ５０Ｈｚ      ６０Ｈｚ  

０．７５  ３．７５  ３．３６  ３．３１  １．８５  １．６５  １．６  

１．５  ６．５８  ６．０３  ５．７７  ３．４４  ３．１０  ３．０  

２．２  ９．４６  ８．５５  ８．２４  ４．８１  ４．３６  ４．２  

３．７  １４．６  １３．６  １２．９  ７．４８  ７．１５  ６．６１  

                                                                     単位 ： Ａ   

※ 運転時の最高消費電流値は、上記記載数値以内でお願いします。 
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４－4） 封  入  オ  イ  ル  量 

    メカニカルシ－ルボックス内に下記の量のオイルが充填封入されております。  

    又、減速部ギヤ－ケ－ス内には、下記グリ－スが充填されております。 

    封入量は各ｋＷにて異なりますが、各形式は全て共通の封入量となっております。  

 

出 力 ( kW ) オイル量 ( CC ) グリ－ス量 ( g ) 

   ０．７５      １４０        ７００ 

   １．５      ３２０     １,９００ 

   ２．２      ３２０     １,９００ 

   ３．７      ６００     ４,５００ 

 

 ※ 弊社での出荷時に封入されているオイルは、 

        出光興産製    ダフニ－  タ－ビン油 ＃３２ 

 ※ 弊社での出荷時にギヤ－部に封入されているグリ－スは、 

        出光興産製    ダフニ－  エポネックスグリ－ス  ＥＰ Ｎｏ．２ 

5. 電気結線・回転方向 

   ケ－ブル仕様は図面に記載されておりますが、ＶＣＴ ４芯ケ－ブルを採用しております。 

    モ－タ－保護センサ－は装着しておりません。（特殊仕様の場合は別途） 

                                    Ｒ              赤 

                 電源ケ－ブル       Ｓ              白 

                                    Ｔ              黒    ４芯キャップタイヤケ－ブル 

                                   ア－ス           緑 

    運転時は、機器本体が水中に設置されているためプロペラに異物が絡み、ロックが発生 

    する事故等を考えて、サ－マルリレ－速動型のモ－タ－保護装置と、漏電ブレ－カ－等  

    のモ－タ－保護装置を設置して下さい。 

    運転中オ－バ－ロ－ド保護装置が作動した場合は、再起動する前に、モ－タ－電気系統  

    の点検を必ず行なって起動して下さい。絶縁抵抗値は１００ＭΩ以上が適正値です。  

    回転方向は機器本体の取付銘板に指示されております。（据付方法の項） 

    地上にての液無し運転は、最高２分以内にて確認願います。 

    回転方向が違う場合は、電源テ－ブルの３本の内２本を入れ換えます。 

     

    ※回転方向点検時の、プロペラの回転による危険防止に充分注意願います。 

 

6. 運     転 

 運転前・運転中確認事項 

１）電圧は機器銘板記載通りであるか？ 

２）回転方向は方向銘板通りであるか？ 

３）配線は間違いないか？ 

４）電源を外した状態で、羽根は手で軽く回るか？ 
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５）槽内にケ－ブル、吊り上げ用チェ－ン等が羽根に吸い込まれないように、保護されて  

    いるか。 

６）槽内にもし入る場合は作業開始前に、十分対策をたて、ガス検査等必ず、検査を  

    行なうこと。 

７）据え付け状態が正常であること。 

８）運転開始後、次の点を確認すること。 

※ 異常な振動、騒音及び異音の発生がないこと。 

※ 電流値はモ－タ－定格電流値の以内であること。 

※ 油の漏洩がないこと。 

※攪拌状態は正常か？ 

振動、異音、電流値に異常が有る場合は、回転方向を再度確認願います。 

 

 

《注意》  

６－１）運 転 時 の 注 意 点（保守点検を含めて） 

 

１）回転方向の確認 

１－１）水中攪拌機は、水中でのみ運転できる特殊な回転機器です。 

        特に構造上、回転部である 3 枚プロペラがドラフトチュ－ブ（噴射筒）内に装着して 

        おりますが、機能上プロペラは露出されており、絶対に身体や着衣及び工具等が  

        触れない様に十分注意して行なって下さい。 

        この部分は『警告』表示のステッカ－で貼り付けて取扱いに対して特に注意を 

        促し、警告の表示をしてあります。 

※ 回転部を点検する場合は、必ず電源ケ－ブルを外すか、スイッチを OFF 状態にし 

停止表示をして運転できない事を確認してから作業を行なう事。 

１－２）水中で運転開始する前に、地上にて回転方向指示に従って回転方向確認を致します。 

        モ－タ－の冷却方式が水冷却の構造のため、大気中の運転はなるべく短時間内で  

        完了して下さい。 

１－３）回転方向が、逆回転の場合は運転時に異常音が発生するとともに 

        吐出流が発生せず、攪拌ができません。 

 

２）電源ケ－ブルの保護 

２－１）電源用キャップタイヤケ－ブルは、浸水防止とケ－ブル保護の為にホ－スで、  

        ケ－ブルを保護しております。 

        水中攪拌機を槽内の所定位置に設置する場合に、ケ－ブルを必要以上に弛ませないで 

        ケ－ブルの余裕分は、槽外で固定して下さい。（巻き込み防止のため） 

２－２）水中の電源ケ－ブルは、吊上げ用チェ－ンまたはワイヤ－ケ－ブルに併行して、  

        水中で遊動しないように縛って固定して下さい。 
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２－３）槽内で電源ケ－ブルの遊び部が多くあると、攪拌機運転中にケ－ブルを  

        プロペラが巻き込み、電源ケ－ブルが損傷して、運転停止（電源トリップ） 

        するとともに、ケ－ブル交換を要する事が生じます。 

        ケ－ブルが巻き込まない程度に槽内のケ－ブル長さを調節してください。 

        水中攪拌機の故障原因はケ－ブルのプロペラ巻き付き事故に依る状態が 

        約９５％以上となっております。 

 

３）ガイドポ－ルの取付 

３－１）攪拌機本体吊上げ用のワイヤ－取付は、吊った状態で攪拌機本体ができるだけ  

        水平を保つ位置にワイヤ－を固定して下さい。 

        固定位置が偏りますと、吊り上げる時に片持ちとなり、上下動がスム－スに 

        行なえない恐れがあります。 

３－２）吊り上げワイヤ－は上部ロ－ラ－及び吊り上げ装置に対して垂直になる位置を 

        保持できるように調整して下さい。 

３－３）攪拌機の固定位置はガイドポ－ルの下部に装着されてありますが、 

        ポ－ル中間位置での運転は可能となっております。 

３－４）ガイドポ－ルは、運転中にわずかに振動が生じますが、これは攪拌機の  

        反力（羽根の推進力）の影響で特に問題はありません。 

 

４）ドラフトチュ－ブの保護 

        ドラフトチュ－ブ（噴射整流筒）は、十分強度を有しておりますが、攪拌機 

        本体重量の関係で吊り上げ（下げ）時や搬出時に他の機器と接触して、変形する  

        恐れがあります。 

        ガイドパイプ内に攪拌プロペラが装着され、機構上でプロペラとパイプの間隔が  

        少ないために、接触するとプロペラの破損のみならず、メインシャフトの変形を伴う  

        偏芯によってメカニカルシ－ルの摺動部に異常が生じる恐れがあります。 

        取扱には十分注意をし、作業を行なって下さい。 

 

５）プロペラに異物の付着 

５－１）運転中にプロペラに異物の巻き付きが生じますと、過負荷状況が発生する事が 

        あります。特にビニ－ル屑、紐及びシ－ト状の異物の槽内への流入は必ず防止  

        願います。 

５－２）槽内の液性上によっては、プロペラ表面に金属塩が固化して、羽根のアンバランスが  

        生じる恐れがありますので、時々点検を行なって下さい。 

６）そ  の   他 

６－１）水中攪拌機は、電気を駆動源としており、駆動部が水中に設置されているために  

        経年摩耗が生じて、浸水による絶縁が低減する恐れがあります。 

        モ－タ－の絶縁低下を感知する漏電防止装置の設置をお願いいたします。 

        （操作盤内に漏電ブレ－カ－の取付けをお願いします。） 
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７． 定 期 点 検 
 攪拌機を良好な状況で長くご使用頂くために定期的に行なって下さい。 

 定期点検の回数及び期間は特別に有りませんが、３ヶ月に１回又は６ヶ月に１回が、  

 好ましい場合があります。 

 この場合の選択は液質により、異なりますが最良の状態を保つために最低６ヶ月に１回は  

 お願いします。 

   点 検 項 目    点 検 間 隔    点 検 内 容、処 置 

据え付け状況、外観 随時 
摩耗、破損、部品の緩み、増し締め 

交換、調整 

電動機の絶縁抵抗 ３ヶ月 

１００ＭΩ以上 

５０ＭΩ以下の場合モ－タ－部乾燥 

(漏電ブレ－カ－作動) 

メカニカルシ－ル 

潤滑油の交換 

８０００時間 

(１回目 ７００時間) 

オイル注入孔より交換 

封入オイルに水分が含まれているよ

うであれば、交換して 

短期間に再度点検する。 

メカニカルシ－ルの破損、摩耗 

ケ－ブルタ－ミナル ８，０００時間 

保護ホ－ス及びナットが 

完全に固定されているか。 

内部に水が浸入していないか。 

Ｏ－リングの交換 

電源ケ－ブル 随時 

外周に損傷がある場合、支障のない 

場合は要因を除去する。 

使用に耐えられない場合は交換。 

ギヤ－の点検 
２０，０００時間 

又は３～５年毎 

グリ－スの交換 

各ギヤ－の摩耗状態の点検把握 

メカニカルシ－ルの交換 ２ ～ ３年 

分解時は必ず新品と交換。 

摩耗破損の定期交換により 

他の損傷が防止できる。 

Ｏ－リングの交換 

ベアリングの交換 

分解時 

２～３年 
分解時必ず新品と交換する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

８． オ イ ル の 交 換 
  オイル中に水分が侵入いたしますとメカニカルシ－ル摺動面に悪影響が発生します。 

  定期的なオイルの交換をお願い致します。 

  オイルの番号と名称、油量は前に別記いたしております。 

 

※１メカニカルケ－スの表面に、オイル孔のプラグがありますので外し、機器本体を  

    傾けるとオイルは排出できます。 

    補充、交換後必ずプラグにシ－ルテ－プを巻き完全に固定願います。 

※２食品関係、飲料水等の場合は流動パラフィンが封入してありますから、十分注意願います。  

※３オイル中に水分が混入している恐れがある場合は交換し、様子を見て下さい。  

    短期間に同じ状態でしたら、メカニカルシ－ルの摩耗、損傷の恐れが有ります。 

    場合によっては、メカニカルシール交換を要します。 

※４長時間機器を停止し、再運転をする場合は、オイルが劣化している事がありますから、  

    必ず新しいオイルと交換願います。 

※５異種のオイルの混合使用は、絶対避けて下さい。油質に変化を生じて、メカニカル  

シ－ルに悪影響を及ぼす恐れがあります。 

 

９． 分  解  手  順  
   分解時は必ず電源を切断し、運転停止の表示等を行ない、他に作業内容を周知して  

   作業を開始する。(安全対策) 

   必要な各部品及びオイル・グリ－スを準備して、手落ちの無い状態を確認して開始する。 

１） 攪拌機本体を槽外に搬出し、分解しやすいほこりの少ない、平坦な場所におき、  

      機器全体の汚れを水洗する。 

２） 電源を切断し、メインスイッチを切り、作業中の表示をして注意する。 

３） ドラフトチュ－ブ固定ボルトを外し、ドラフトチュ－ブを本体から外す。 

     （吊り上げチェ－ンも外しておく） 

４） 攪拌翼固定ナットを緩めて、シャフトから羽根を外す。 

５） シャフトから固定キ－を外す。 

６） メカニカルケ－スのプラグを外し、本体を傾けてケ－ス内のオイルを排出する。  

７） メカニカルケ－ス固定ボルトを外しメカニカルケ－スを軸受けケ－シングから外す。  

８） シャフトからメカニカルシ－ルを抜き、メカニカルシ－ルの摩耗状態を点検する。  

９） 軸受けケ－ス固定ボルトを緩めて外し、軸受けケ－シングからケ－スカバ－を外す。  

１０）ケ－スカバ－のスナップリングを外し、ベアリングを反対側よりケ－スカバ－から抜く。  

１１）シャフトのファインＵナットを外し、軸受けケ－シングから取り出す。  

１２）固定ボルトを外し、軸受けケ－シングをギヤ－ケ－スから外す。 

１３）ベアリングカバ－セットボルトを外し、ベアリングをケ－スから抜き出す。 

１４）脚固定ボルトを外し、架台を本体から外す。 

１５）ギヤケ－スから固定ボルトを緩めて、シャフトを取り外す。 

    ※ギヤ－ケ－ス内に充填されているグリ－ス拭き取り、作業に支障が無い様にする。  
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１６）シャフトに装着してある第４ギヤ－を、ギヤ－固定ボルトを緩めて外し、シャフトから  

      取り外す。 

１７）上部ベアリングを第２ギヤ－軸から抜き出す。 

１８）第２ギヤ－をギヤ－ケ－スから抜き出す。 

１９）下部ベアリングをギヤ－ケ－スから外す。 

２０）ギヤ－ケ－スの固定ボルトを緩めて外し、モ－タ－ケ－シングから外す。 

※ モ－タ－ステ－タ－も、モ－タ－ケ－シングと同時に抜き取る場合がある。 

２１）ギヤ－ケ－スからモ－タ－ステ－タ－を反対側に抜く。 

２２）ベアリングを取り出し、オイルシ－ルを抜く。 

２３）スペンサ－リングをシャフトから抜き出す。 

２４）モ－タ－回りの作業の際は、モ－タ－のコイルに損傷や衝撃を与えることのないよう  

      又、モ－タ－にグリ－スが付着しないよう配慮する。 

２５）ベアリングケ－スフランジからベアリングを取り出す。 

２６）以上で、各部の分解は終了しました。 

      ギヤ－ボックス内及びギヤ－関係のグリ－スが付着した箇所は、機械洗油を用いて  

      洗浄し、金属屑、ごみ等の付着したものをきれいに除去しておきます。 

２７）メカニカルケ－ス内を洗油にて洗浄し、打痕やかえり等の損傷は、補修しておきます。  

      その他の箇所も同じ要領で対処します。特にメカニカルシ－ル関係や勘合組立を  

      要する箇所は丁寧に補修、清掃をする必要があります。 

２８）キャップタイヤのタ－ミナル関係は正常であれば、問題ありませんが 

      念のために次の作業を行ないます。 

      保護ホ－スの固定バンドを緩めて、ホ－スをケ－ブルから抜きます。 

      更に、ケ－ブルナットを回して緩め、ケ－ブルから抜き取り、 

      ケ－ブルシ－ルゴムを交換し、各ねじ込み部にシ－ルテ－プを巻き、元と同じ要領で  

      組み立てます。 

      ケ－ブルを触る場合は、モ－タ－との結線接続部に支障がないように、 

      充分の配慮願います。 

２９）組み立て順序は、分解手順の逆に行なって下さい。Ｏリングの入れ忘れ、交換は  

      必ずチェックして下さい。 

※ 以上、簡単ですが水中攪拌機本体の分解手順を順番に記載しました。 

 

 

１０．メカニカルシ－ル交換手順 

   ケ－ス及びシャフトに金属屑、塵等の異物の付着や打痕傷、かえり等の組み立て時に  

    支障のないように補修、手入れを行ないオイル等を塗布し、組み立て時 

    メカニカルシ－ルに傷、破損の恐れのないように充分配慮をして作業をする。  

１）メカニカルケ－スに緩衝ゴム（一体）フロ－ティングシ－ト（羽根側）を挿入する。  

２）本体側にＯリング（一体）と共にフロ－ティングシ－ト（モ－タ－側）を挿入する。  

３）フロ－ティングシ－トの摺動部を、きれいな柔らかい布にて清掃する。 
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４）シャフトにオイルを塗布し、モ－タ－側からシ－ルリング、パッキング、ケ－ス、  

    ドライビング、コイルスプリング、シ－ルリングを挿入する。 

   （メカニカルシ－ルの摺動面は、特に丁寧に扱い、傷がつかないように挿入して下さい。  

    傷が発生しますと、シ－ルが出来ませんし、運転時には摺動傷が発生します。）  

５）シャフトを挿入する際に、無理な力をかけますと破損・傷が発生する恐れがあります。  

    充分注意を払い、ゆっくりと挿入願います。 

６）メカニカルケ－スをシャフトに挿入し、固定ボルトにて固定します。 

７）ケ－ス上部のオイル注入孔のプラグを外し、異物の混入に注意して、規定量の新しい  

    オイルを注入します。 

８）プラグにシ－ルテ－プを充分巻いて締め付ける。 

９）ケ－ス取付け時に、Ｏリングの組込みを忘れずに行なうこと。 

※ 以上、簡単ですがメカニカルシ－ルの組み立て手順です。 

メカニカルシ－ルは、非常に公差が厳しく製作されております。 

無理な組み立ては絶対避けることと、異物の混入には充分に注意して下さい。  

 

《注意》  

１１．分 解 時 の 注 意 点 

１）攪拌機は各種の有害な薬物を含んだ液中で使用されており、機器に直接触れる場合は  

    危険防止の為に十分な防御を行なった上で作業して下さい。 

    （付着した有害物質は、完全に洗浄してください。） 

     状況によっては、人身事故につながる危険性があります。 

２）攪拌機撤去の為に、槽内に入る必要が生じた場合は槽内の酸欠検査を行ない、  

    安全確認をするとともに、槽内の残留液に依る危険を十分配慮して作業を開始して下さい。 

    （危険の無い状態まで完全に洗浄し、点検・検査する。） 

    攪拌機は電源ケ－ブルを結線部から取り外して、運転されない様に対処するか、 

    又は、電源スイッチを切って、作業中の「運転中止」表示を確実に行ない、 

    周知徹底させて管理者立ち会いの上で作業を開始して下さい。 

    槽内の立ち入り作業は出来るだけ避け、絶対必要な場合が生じた時は、酸欠検査、  

    排気装置を完備して、槽外の監視者を含めて複数の作業者で安全性を十分に確認して  

    作業を行なうように配慮願います。 

 

１２．その他の注意事項  

１）危 険 物 の 取 扱 

    放射性液体を扱った機器は、修理等で返送しないで下さい。 

    他の、使用された機器を修理等のために返送される場合は、付着した薬物類を  

    完全に洗浄除去して、周囲に迷惑のかからない安全な状態で、返送願います。  

２）不要となった機器処分 

    攪拌機及び付属品や交換した部品等は、一般廃棄物として捨てないで下さい。  

     プラスチックやメカニカル部品等は、特殊な廃棄物であり、注意する必要があります。  
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３）一 般 事 項 

  １）攪拌機は通常の運転や、輸送中の振動などで、取付固定ボルト等が緩んでくることが  

      あります。 

      攪拌機到着後、必ず確認をして据付をお願いします。 

      また、定期的に必要に応じ、増し締めをして下さい。 

  ２）据え付け場所は、運転、メンテナンス及び安全性を考慮して、周囲に十分な  

      スペ－スを確保して下さい。 

      また、機器の吊上げ、吊下げのための開口部は十分確保して下さい。 

  ３）据え付け後、吊上げチェ－ン・ワイヤ－・電源ケ－ブルは、攪拌羽根に巻き込まれる  

      恐れの無い様に、一緒に結束して長さを調整し、余裕分は槽外で固定して巻き込み  

      事故の起きない様に、ご注意願います。 

  ４）攪拌機は電気を動力源として駆動され、水中で運転されるために、モ－タ－自体に冷却  

      機能が無く、攪拌水流によって放熱冷却を行なっており、攪拌液の水温が４０℃以上の  

      場合は、標準タイプの場合は使用できません。 

  ５）据え付け、運転及び保守点検に対して「取扱説明書」をよくお読みいただいた上で  

      作業をお願いいたします。 

 

１３． 問 い 合 わ せ 

 

攪拌機に問題や疑問点が生じました場合は、お手数でも弊社営業所に連絡願います。  

その際、お手数でも下記の点につきまして御確認を頂き連絡いただければ、十分対応させて頂

きます。  

 

 １）攪拌機の形式、製造番号（攪拌機本体部の銘板に記載されている項目）  

 ２）トラブルの内容（判っている事項）  

 ３）貴社との連絡方法および御担当者名  

     （弊社の攪拌機担当者が連絡さして頂きます）   

 

 

 

 

 

 

 

                      大阪市淀川区田川北１丁目１２番１１号  

                          電話  ０６－６３０１－３１４３ 


